
【住民活動補助金】周辺自治体状況一覧 【資料２】

自治体名 藤沢市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 二宮町 中井町 大磯町

補助金名称 藤沢市公益的市民活動助成事業 平塚市市民活動推進補助金 小田原市市民活動応援補助金 市民活動げんき基金補助 市民活動支援補助金 二宮町民活動推進補助金
中井町まちづくり活動支援補助金制
度

大磯町公募型補助金（町民活動推
進補助金）

目的

市内を中心に公益的市民活動を行
う団体が組織基盤強化をするため
の取り組みに対し、助成。

平塚市市民活動推進条例第7条第2
号に規定する市民活動の推進のた
めに必要な財政的支援措置を講ず
るため、補助金を交付する制度。

市民活動の活性化を図り、市民の
創意を生かした市民主体のまちづく
りを進めるため、予算の範囲内にお
いて、小田原市市民活動応援補助
金（以下「補助金」という。）を交付す
る。

「市民活動げんき基金(茅ヶ崎市市
民活動推進基金)」を財源に、市民
の皆さまの自主的で公益的な市民
活動を財政的に支援する制度。

市民活動を行う団体の公益的な活
動に対し、団体を育てていくととも
に、様々な地域課題の解決を図るこ
とを目的に市民活動支援補助金を
交付。

二宮町町民参加条例第12条第4項
に基づき、町民活動団体が自主的・
自発的に行う公益活動を財政的に
支援することにより、町民活動団体
の活性化と自立を図るとともに町民
参加のまちづくりを推進することを
目的に町民活動推進補助金を交
付。

地域で活動する様々な団体を対象
とし、地域の活性化やまちづくり活
動への取り組みに対して、資金面で
の支援制度。これからの中井町に
とって、より良いまちづくりへとつな
がる活動を応援し、協働のまちづく
りを推進する。

町内で、様々な分野において意欲
的に活動する団体等を対象に、町
で定めた一定の交付基準を満たす
事業を行う場合に補助金を交付

補助区分

【一般の団体】
：団体の予算額の50％以内とし、30
万円を限度額とする。設立3年未満
の団体で今回初めて助成を受けよ
うとする団体は、団体予算額の80％
以内で、30万円を限度額とする。
１事業１回

【若者を中心とする団体】
：団体の予算額の90％とし、15万円
を限度額とする。
１事業１回

【入門コース・発展コース】
：主として平塚市内で行われる公益
的活動・事業。
入門コース　1団体10万円まで、１
回。
発展コース1団体３回50万円まで、３
回。

【組織基盤整備コース】
：目的（ミッション）達成のために、人
材育成や、情報発信力強化、自主
財源確保、中長期事業計画の策定
など、団体が抱える組織課題の解
決を図り、組織基盤を整備するため
の事業。
1団体への補助額20万円以内2回ま
で。

【スタートアップコース】
：地域社会の抱える課題の解決に
向けて、新たに取り組む事業。
・助成限度額
直接要する経費から国、県その他
地方公共団体の補助金等を控除し
た額。10万円を上限。1事業に対し
て1回限り

【ステップアップコース】
：地域社会の抱える課題の解決に
向けて、これまで行ってきた市民活
動の事業の拡充又は更なる展開を
図ろうとする事業。
　ステップアップコースプランＡ　対
象となる事業に直接要する経費から
国、県その他地方公共団体の補助
金等を控除した額の70％又は20万
円の低い方の額を上限。
　ステップアップコースプランＢ　対
象となる事業に直接要する経費から
国、県その他地方公共団体の補助
金等を控除した額の50％又は30万
円の低い方の額を上限。
　ステップアップコースプランＡ、プラ
ンＢを合わせて３回までの交付

【市民活動スタート支援】
：本制度による助成を受けたことが
ない団体、
　・助成限度額
 対象となる事業に要する経費から、
国、県または他の地方公共団体の
補助金等を控除した額の90％また
は10万円のいずれか低い方を上限

【市民活動ステップアップ支援】
•対象団体
 市民活動スタート支援を受けたこと
がある団体、または設立後2年以上
の団体
•助成限度額
 対象となる事業に要する経費から、
国、県または他の地方公共団体の
補助金等を控除した額の80％また
は60万円のいずれか低い方を上限

【ステップ１】
：市民活動を立ち上げ、又は市民活
動を軌道に乗せるために要する初
期的経費が対象。 50,000円 ・団体
の活動を軌道に乗せるために必要
と判断される場合には、第二年度に
上限額の1/2、第三年度に上限額
の1/4までの補助金を交付し、最大
で３年間交付

【ステップ２】
： 団体等の活動を更に発展させる
ために必要な経費とし、事業実施に
必要な経費の２分の１以内の額を
対象。 200,000円 ・複数年実施する
ことにより、さらなる効果が期待でき
る場合には、最大で３年間交付

【町民活動スタート支援】
：本制度による補助金を受けたこと
がない団体。対象事業費以内 1団
体あたり上限5万円、1回

【町民活動ステップアップ支援】
：組織基盤の整備や強化に直接様
する経費の5分の4で 1団体あたり
上限20万円
スタート支援とステップアップ支援合
わせて3回まで

【①自立支援コース】
：団体活動の自立化を支援団体。設
立後１年未満の団体を対象。補助
対象経費の総額以内とし、５万円を
限度、3回まで

【②活動支援コース】
：　団体活動の育成・継続を支援。
団体設立後１年以上の団体を対
象。補助対象経費の３分の２以内と
し、１０万円を限度、3回まで

【③発展支援コース】
：　団体活動の発展を支援。団体設
立後１年以上の団体を対象。補助
対象経費の３分の２以内とし、３０万
円を限度。3回まで
プレゼンテーションにより、まちづくり
審査会が審査。活動終了後、活動
報告会を行う。

【④自治会支援コース】
：　自治会活動の継続・発展を支
援。補助対象経費の２分の１以内と
し、５万円を限度。
※発展支援コース以外は、書類審
査により町が交付決定。

【設立後1年未満の団体等】
：補助対象 の合計 経費の 100%上
限10万円

【設立後1年以上の団体等】
：補助対象 の合計 経費の50% 上限
50万円
設立1年未満、1年以上の補助を合
せて3回まで

審査方法

公開プレゼンテーション 書類審査、公開の場でのプレゼン
テーションにより選考。審査は非公
開で実施。

第一次審査：書類審査により、第二
次審査を受けることのできる事業を
選考。
第二次審査：応募者による公開プレ
ゼンテーション。委員会による非公
開審査。

書類審査、公開プレゼンテーション・
公開ヒアリング

公開プレゼンテーション・審査委員
会

①公開プレゼンテーション
＊審査は各委員がそれぞれの判断
に基づいて個別に判定いたします
ので、合計点数等はお知らせできま
すが、不交付の理由等についての
質問には回答しない。

○ 発展支援コース： 書類審
査、プレゼンテーション。
○ 発展支援コース以外：書類審査

公開プレゼンテーション。審議会は
非公開。

中間報告

進捗状況確認書等を提出と、中間
報告会に参加。

中間ヒアリング

― ―

中間報告会（公開） 年度の途中に審査員を務めた町民
活動推進委員が現場確認し、活動
の実施状況などの現場確認等を行
う

― ―

報告
報告会 報告会 事業報告会 実施報告会 実施報告会（公開） 活動報告会 無。③発展コース以外は書類による

活動報告のみ。
事業結果報告会

備考

＊令和元年度の公益的市民まちづ
くりパートナーシップ事業提案制度
と合わせて見直しを行うため、活動
助成事業の募集は行わない。団体
組織の継続性や発展性を検討し、
また、市民活動推進計画の見直し
により、休止中。

*平成30年度以降実施事業の募集
を休止。市の財政不足が理由。再
開の予定は無し。団体の自立につ
ながった面もあった。

発展支援コースの応募実績無。


